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７
月
26
日
、
ピ
ア
ザ
淡
海
滋
賀
県
立
県

民
交
流
セ
ン
タ
ー
に
て
、
滋
賀
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
通
常
総
会
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

開
会
に
当
た
り
、
橋
川
理
事
長
（
草
津
市

長
）
よ
り
「
各
自
治
体
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
け
る
感
染
対
策

や
地
域
振
興
に
ご
苦
労
を
い
た
だ
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
国
保
連
合
会
に
お

い
て
も
、
本
来
業
務
で
あ
る
医
療
機
関
へ

の
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
や
保
健
事
業
支

援
を
し
っ
か
り
と
果
た
す
と
と
も
に
、
保

険
者
や
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
支

援
を
で
き
る
限
り
行
っ
て
き
た
。
今
後
も

可
能
な
限
り
医
療
保
険
制
度
を
支
え
る
べ

く
、
本
会
の
役
割
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。」

と
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
事
で
は
、
令
和
３
年
度
事
業
報
告
、

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
な
ど
17

議
案
、
２
報
告
の
審
議
が
慎
重
に
行
わ
れ
、

全
議
案
が
原
案
通
り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
議
案
の
ほ
か
、
第
３
期
中
期
経

営
計
画
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
次
期
更

改
等
に
係
る
国
庫
補
助
金
獲
得
の
た
め
の

決
議
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
事
業
報
告
、

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
可
決
・
承
認
さ
れ
る
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■
議
決
事
項

議
案
第
13
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
事
業
報
告
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
14
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て  

議
案
第
15
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
16
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
請
求
事
務
費
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
17
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
職
員
退
職
給
与
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
18
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
19
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
20
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
金
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
21
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
22
号　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
23
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
第
二
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
24
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
三
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
25
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
26
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
27
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
金
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
28
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
二
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
29
号　
令
和
４
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正

予
算
に
つ
い
て

■
報
告
事
項

報
告
第
２
号　
専
決
処
分
報
告

報
告
第
３
号　
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
財
産
目
録

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
応
で
は
、
業
務

効
率
化
検
討
の
た
め
に
県
広
域
連
合
に
設
置
さ

れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
結
果
に
基

づ
き
、
令
和
３
年
度
は
被
保
険
者
証
等
作
成
業

務
を
は
じ
め
９
業
務
を
実
施
し
ま
し
た
。な
お
、

令
和
４
年
度
以
降
は
段
階
的
に
業
務
を
受
託
す

る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

併
せ
て
、
市
町
保
健
事
業
の
支
援
で
は
、
県

か
ら
の
受
託
に
よ
り
K
D
B
補
完
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
、
市
町
に
お
け
る
円
滑
な
保
健
事
業

が
実
施
で
き
る
よ
う
支
援
の
準
備
を
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
被
用
者
保
険
に
か
か
る
福
祉
医
療
費

の
審
査
支
払
の
取
り
扱
い
が
、
令
和
３
年
４
月

診
療
分
か
ら
支
払
基
金
へ
移
行
い
た
し
ま
し
た

が
、
従
前
ど
お
り
市
町
事
務
の
効
率
化
を
図
る

た
め
に
、
支
払
基
金
に
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
（
連

名
簿
）
の
提
供
を
求
め
、
引
き
続
き
共
同
処
理

を
行
う
こ
と
で
、
県
・
市
町
事
務
の
省
力
化
に

努
め
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
県
等
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
に
基

づ
き
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

へ
の
「
感
染
防
止
対
策
支
援
事
業
」
と
し
て
一

定
期
間
の
か
か
り
増
し
経
費
の
支
払
事
務
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
等
費
用
の
請
求
支
払
事
務
、
風
し
ん

追
加
的
対
策
に
お
け
る
抗
体
検
査
・
予
防
接
種

費
用
の
請
求
支
払
事
務
を
実
施
し
、
地
方
自
治

体
が
行
う
医
療
・
保
健
・
介
護
・
福
祉
業
務
を

支
援
す
る
専
門
集
団
と
し
て
の
努
力
を
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。

事
業
実
施
報
告

　

わ
が
国
の
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
制
度
創

設
か
ら
80
年
余
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
国
民
皆

保
険
制
度
の
中
核
を
担
い
、
地
域
医
療
の
確
保

や
地
域
住
民
の
健
康
増
進
に
貢
献
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
被
保
険
者
の
高

齢
化
と
医
療
費
の
増
大
、
所
得
水
準
の
低
い
被

保
険
者
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
保
険
料
（
税
）

の
負
担
率
が
高
い
と
い
う
構
造
的
な
問
題
に
直

面
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
滋
賀
県
に
お
い
て

は
、
持
続
可
能
な
国
民
健
康
保
険
の
運
営
を
基

本
理
念
と
し
た
第
２
期
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険

運
営
方
針
が
策
定
さ
れ
、
保
険
料
負
担
と
給
付

の
公
平
化
等
の
方
向
性
に
基
づ
い
た
取
り
組
み

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
本
会
は
市
町
事
務
の
共

同
事
業
の
実
施
に
よ
る
効
率
化
等
の
役
割
を
果

た
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
本
会
の
取
り
組
み
に
つ
き
ま

し
て
は
、
①
第
３
期
中
期
経
営
計
画
の
推
進
、

②
国
保
制
度
の
改
善
強
化
と
財
政
安
定
化
対
策

の
推
進
、
③
診
療
報
酬
の
適
正
か
つ
迅
速
な
審

査
支
払
と
審
査
充
実
に
向
け
た
取
り
組
み
、
④

保
険
者
共
同
事
業
の
充
実
お
よ
び
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
の
受
託
業
務
の
拡
充
、
⑤

保
険
者
等
が
行
う
保
健
事
業
に
対
す
る
ヘ
ル
ス

サ
ポ
ー
ト
事
業
の
実
施
、
⑥
介
護
保
険
給
付
費

の
適
正
な
審
査
支
払
お
よ
び
適
正
化
対
策
事
業

の
推
進
と
障
害
者
総
合
支
援
給
付
等
の
適
正
な

審
査
支
払
、
⑦
個
人
情
報
保
護
お
よ
び
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
を
重
点
目
標
と
し
て

実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
制
度
へ
の
対
応
に
つ
き
ま
し

て
は
、
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
国
民
健
康
保

険
市
町
連
携
会
議
」
を
は
じ
め
、
各
部
会
に
積

極
的
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
本
会
の
役
割
で

あ
る
県
・
市
町
事
務
の
共
同
事
業
の
実
施
に
よ

る
効
率
化
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
や
研
修
の

実
施
、
制
度
の
円
滑
な
運
営
を
図
り
ま
し
た
。

公
　
告

　

令
和
４
年
７
月
26
日
開
催
の
本
会

通
常
総
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
令

和
３
年
度
事
業
報
告
、各
会
計
歳
入
歳

出
決
算
お
よ
び
財
産
目
録
に
つ
い
て
、

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
26
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
24
条
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

理
事
長  

橋
川　

渉
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
応
で
は
、
業
務

効
率
化
検
討
の
た
め
に
県
広
域
連
合
に
設
置
さ

れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
結
果
に
基

づ
き
、
令
和
３
年
度
は
被
保
険
者
証
等
作
成
業

務
を
は
じ
め
９
業
務
を
実
施
し
ま
し
た
。な
お
、

令
和
４
年
度
以
降
は
段
階
的
に
業
務
を
受
託
す

る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

併
せ
て
、
市
町
保
健
事
業
の
支
援
で
は
、
県

か
ら
の
受
託
に
よ
り
K
D
B
補
完
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
、
市
町
に
お
け
る
円
滑
な
保
健
事
業

が
実
施
で
き
る
よ
う
支
援
の
準
備
を
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
被
用
者
保
険
に
か
か
る
福
祉
医
療
費

の
審
査
支
払
の
取
り
扱
い
が
、
令
和
３
年
４
月

診
療
分
か
ら
支
払
基
金
へ
移
行
い
た
し
ま
し
た

が
、
従
前
ど
お
り
市
町
事
務
の
効
率
化
を
図
る

た
め
に
、
支
払
基
金
に
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
（
連

名
簿
）
の
提
供
を
求
め
、
引
き
続
き
共
同
処
理

を
行
う
こ
と
で
、
県
・
市
町
事
務
の
省
力
化
に

努
め
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
県
等
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
に
基

づ
き
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

へ
の
「
感
染
防
止
対
策
支
援
事
業
」
と
し
て
一

定
期
間
の
か
か
り
増
し
経
費
の
支
払
事
務
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
等
費
用
の
請
求
支
払
事
務
、
風
し
ん

追
加
的
対
策
に
お
け
る
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
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令和3年度滋賀県国民健康保険団体連合会会計別歳入歳出決算の概要

財産目録

会 計 区 分 予 算 現 額
歳 入 状 況 歳 出 状 況 歳 入 歳 出

差 引 残 額収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 497,831,000 418,451,815 396,541,072 21,910,743

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

業務勘定 1,179,472,000 1,137,868,727 1,096,717,032 41,151,695

国保支払勘定 98,668,618,000 96,440,703,103 96,435,401,512 5,301,591

公費支払勘定 2,152,212,000 2,035,302,662 2,034,020,294 1,282,368

福祉支払勘定 4,963,613,000 4,639,464,171 4,633,245,367 6,218,804

出産育児一時金等支払勘定 475,246,000 382,133,547 382,094,385 39,162

抗体検査等費用支払勘定 1,852,514,000 1,161,650,610 1,161,650,138 472

請求事務費特別会計 99,164,000 79,492,674 79,492,400 274

職員退職給与金特別会計 57,645,000 55,452,740 55,452,740 0

介
護
保
険
事
業

関
係
業
務

特
別
会
計

業務勘定 1,293,761,000 1,200,964,941 1,192,696,362 8,268,579

介護給付費等支払勘定 108,597,364,000 106,466,497,042 106,457,450,002 9,047,040

公費支払勘定 573,538,000 556,728,346 556,689,714 38,632

障
害
者
総
合
支
援

法
関
係
業
務
等

特
別
会
計

業務勘定 114,004,000 109,602,840 100,155,199 9,447,641

障害介護給付費支払勘定 31,462,186,000 30,805,841,862 30,774,680,624 31,161,238

障害児給付費支払勘定 6,113,914,000 5,878,203,944 5,878,180,403 23,541

第三者行為損害賠償金支払特別会計 362,462,000 319,411,738 319,134,198 277,540

後
期
高
齢
者

医
療
事
業
関
係

業
務
特
別
会
計

業務勘定 749,084,000 744,868,841 676,116,174 68,752,667

後期支払勘定 165,624,208,000 156,719,395,658 156,714,806,459 4,589,199

後期公費支払勘定 706,118,000 635,251,487 635,181,640 69,847

特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
等

事
業
特
別
会
計

業務勘定 42,011,000 40,608,672 38,242,127 2,366,545

特定健診支払勘定 811,163,000 715,457,313 715,438,937 18,376

特定健診後期支払勘定 189,369,000 129,755,999 129,748,013 7,986

合　計 426,585,497,000 410,673,108,732 410,463,134,792 209,973,940

令和 4 年 5 月 31 日現在（単位：円）

令和 4 年３月３１日現在（単位：円）

区 分 現 在 高 備 考

　基本財産 283,500,000 土地1807.90㎡

　特定資産 2,511,030,595 減価償却引当資産等

　その他固定資産 774,674,708 建物・什器備品等

　合　　　　　計 3,569,205,303
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